別表（第6条関係）
	保有個人情報が記録されている法人文書の種別
	開示の実施方法

	[bookmark: _Hlk97228020]1　文書又は図画
	ア　閲覧
イ　複写機により用紙に複写したもの又は撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付又は送付
ウ　スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付又は送付

	2　録音テープ又は録音ディスク
	ア　専用機器により再生したものの聴取
イ　録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付又は送付

	3　ビデオテープ又はビデオディスク
	ア　専用機器により再生したものの視聴
イ　ビデオカセットテープ又はビデオディスクに複写したものの交付又は送付

	4　電磁的記録（2の項又は3の項に該当するものを除く｡）
	ア　用紙に出力したものの閲覧
イ　専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ　用紙に出力したものの交付又は送付
エ　光ディスクに複写したものの交付又は送付


   
